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資  料 

１．会津坂下町都市計画マスタープランの検討体制 

（１）検討体制 

会津坂下町都市計画マスタープランを検討する体制は、町民の皆様の意見を反映させる組

織として「策定委員会」、行政内の検討組織として「策定調整部会」・「策定作業部会」を

設置し、協働による計画づくりを進めました。 

 

● 会津坂下町都市計画マスタープラン検討体制図 
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会津坂下町都市計画マスタープラン策定委員会等設置要綱 
 
（目的及び設置） 

第１条 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１８条の２第１項に規定する都市計画に関す

る基本的な方針（会津坂下町都市計画マスタープラン）を町の創意工夫のもとに、住民の意見を

反映させ、都市づくりの基本的な将来ビジョンを確立し、地域別のあるべき市街地像や整備課題

に応じた整備方針、その他都市施設に関する計画等をきめ細かく定めることを目的として、会津

坂下町都市計画マスタープラン策定委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

 

（活動内容） 

第２条 委員会は、会津坂下町都市計画マスタープラン策定にかかる次の事項を協議する。 

（１）会津坂下町都市計画マスタープラン策定に関する事項 

（２）会津坂下町都市計画マスタープランの実施並びに関連する施策の調整に関する事項 

（３）その他、第１条の目的を達成するために必要と認められる事項 

 

（組織） 

第３条 委員会は、委員２０名以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。 

（１）知識経験を有する者 

（２）町内各種団体の代表者 

（３）関係行政機関の職員 

（４）その他町長が必要と認める者 

 

（委員長） 

第４条 委員会に、委員長及び副委員長を各１人置く。 

２ 委員長は委員の互選により定める。 

３ 副委員長は委員長が指名し、委員長に事故ある時又は委員長が欠けたときは、副委員長がその

職務を代行する。 

 

（会議） 

第５条 委員会は委員長が招集する。 

２ 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。 

 

（調整部会及び作業部会） 

第６条 委員会は、必要となる事項の調整等のため、調整部会及び作業部会を設置することがで

きる。 

２ 調整部会及び作業部会は、別表に掲げる者をもって組織する。 

３ 特別な事項を協議するため必要があるときは、別に関係職員等の出席を求め、その意見を聞

くことができる。 

 

（事務局） 

第７条 委員会の事務局は、会津坂下町建設課都市土木班に置くものとする。 

 

（委嘱期間） 

第８条 委員の任期は、２年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。 

 

（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

 

附 則 

 この要綱は、平成２７年６月１日より施行する。 
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（２）体制名簿 

● 会津坂下町都市計画マスタープラン策定委員会委員    （順不同/敬称略） 

役 職 所属団体・役職等 氏  名 

委 員 長 元会津大学短期大学部学部長 牧 田 和 久 

委  員 
国土交通省東北地方整備局 

郡山国道事務所調査課長 

板 垣 浩 美 

（橋 本 幸 雄） 

委  員 福島県会津若松建設事務所 企画調査課長 齋 藤 雅 敏 

委  員 

福島県会津地方振興局 

企画商工部地域づくり商工労政課  

副部長兼地域づくり商工労政課長 

三 塚   淳 

委  員 福島県会津農林事務所 企画部 部長 宍 戸 潤 一 

委  員 会津坂下町区長・自治会長会会長 
波多野 健 悟 

（山 口 孝 輝） 

副委員長 
会津坂下町振興計画審議会長 

（社会福祉協議会） 
髙 久 庄 三 

委  員 会津坂下町商工会副会長 荒 井   仁 

委  員 会津坂下町工業振興協議会長 星     貴 

委  員 会津坂下町農業委員会 会長職務代理者 渡 部 吉 弘 

委  員 会津坂下町観光物産協会専務理事 樋 口 栄 一 

委  員 会津坂下町建設業組合副組合長 宮 本 利 典 

委  員 会津坂下青年会議所理事長 

二 瓶 浩 孝 

（田 村   圭） 

（上 野 朗 弘） 

委  員 坂下地区地域づくり協議会長 鶴 見 常 夫 

委  員 会津坂下町都市計画審議会長 原   幸 二 

委  員 坂下東第一地区土地区画整理審議会長 藤 田 保 彦 

委  員 会津坂下町議会副議長 猪 俣 恒 雄 

委  員 会津坂下町副町長 日 下   亮 

注：（ ）内は前任者 
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● 会津坂下町都市計画マスタープラン策定調整部会 

役 職 所 属 等 氏  名 

部 会 員 総務課 行政管理班 班長 大 島 光 昭 

部 会 員  総務課 危機管理班 班長 板 橋 正 良 

部 会 員  政策財務課 政策企画班 班長 上 谷 圭 一 

部 会 員  政策財務課 財務管理班 班長 佐 藤 暢一郎 

部 会 員  生活課 福祉健康班 班長 佐 藤 美千代 

部 会 長 建設課 上下水道班 班長 高 畑 良 雄 

副部会長 産業課 農林振興班 班長 山 内 義 仁 

部 会 員  産業課 商工観光班 班長 小 林 ひろ美 

部 会 員  教育課 教育総務班 班長 田 部 嘉 之 

部 会 員  子ども課 子ども支援班 班長 江 花    孝 

平成 29 年 3月現在 

● 会津坂下町都市計画マスタープラン策定作業部会 

役 職 所 属 等 氏  名 

部 会 長 総務課 行政管理班 総務人事係長 新井田   英 

部 会 員 総務課 危機管理班 防災消防交通係長 成 田 一 成 

部 会 員  政策財務課 政策企画班 企画調整係長 蓮 沼 英 樹 

部 会 員  政策財務課 財務管理班 管財国土調査係長 小 林 正 明 

部 会 員  生活課 福祉健康班 社会福祉係長 長谷川 裕 一 

部 会 員  建設課 都市土木班 土木建築係長 松 田 勝 義 

副部会長 建設課 上下水道班 施設係長 遠 藤 幸 喜 

部 会 員  産業課 農林振興班 振興係長 猪 股 裕 信 

部 会 員  産業課 商工観光班 商工係長 渡 部   聡 

部 会 員  教育課 教育総務班 総務係長 佐 藤 秀 一 

部 会 員  子ども課 子ども支援班 子育て支援係長 鈴 木 千代子 

平成 29 年 3月現在 
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２．会津坂下町都市計画マスタープランの検討・策定の経緯 

会津坂下町都市計画マスタープランの主要な検討・策定の経緯等は、次のとおりです。 

● 経緯 

〔平成 27 年度〕 

開 催 日 等 開 催 会 議 等 主な協議項目等 

平成 27 年 6月 23 日 第 1 回策定委員会 

・委員委嘱 

・会津坂下町都市計画マスタープランに

ついて 

・町民意識調査（アンケート）について 

平成 27 年 6月 24 日 
第 1 回策定調整部会 

第１回策定作業部会 

・会津坂下町都市計画マスタープランに

ついて 

・町民意識調査（アンケート）について 

平成 27 年 6月 30 日 町民意向調査票配布 ・調査期間（H27.6.30～H27.8.3） 

平成 27 年 8月 20 日 
平成 27 年度第 1 回会津坂

下町都市計画審議会 

・会津坂下町都市計画マスタープランに

ついて 

・町民意識調査（アンケート）について 

平成 27 年 9月 30 日 第 2 回策定作業部会 
・会津坂下町の現況 

・まちづくりの総合的な課題について 

平成 27 年 10 月 20 日 

平成 27 年 10 月 21 日 
策定作業部会ヒアリング ・ヒアリングシートに基づく聞き取り 

平成 27 年 11 月 27 日 第 3 回策定作業部会 

・会津坂下町の現況 

・都市計画の目標 

・都市づくりの基本方針 

・地域区分 

平成 27 年 12 月 4 日 第 2 回策定調整部会 

・会津坂下町の現況 

・都市計画の目標 

・都市づくりの基本方針 

・地域区分 

平成 27 年 12 月 17 日 第 2 回策定委員会 

・会津坂下町の現況 

・都市計画の目標 

・都市づくりの基本方針 

・地域区分 
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〔平成 28 年度〕 

開 催 日 等 開 催 会 議 等 主な協議項目等 

平成 28 年 10 月 13 日 第 4 回策定作業部会 
・会津坂下町都市計画マスタープラン

素案 

平成 28 年 10 月 13 日 第 3 回策定調整部会 
・会津坂下町都市計画マスタープラン

素案 

平成 28 年 10 月 19 日 第 3 回策定委員会 
・会津坂下町都市計画マスタープラン

素案 

平成 28 年 11 月 14 日 
平成 28年度第1回会津坂下

町都市計画審議会 

・会津坂下町都市計画マスタープラン

素案 

平成 28 年 12 月 16 日 住民説明会 
・会津坂下町都市計画マスタープラン

素案 

平成 29 年 1月 31 日 第 5 回策定作業部会 
・会津坂下町都市計画マスタープラン

原案 

平成 29 年 1月 31 日 第 4 回策定調整部会 
・会津坂下町都市計画マスタープラン

原案 

平成 29 年 2月 6 日 第 4 回策定委員会 
・会津坂下町都市計画マスタープラン

原案 

平成 29 年 2月 10 日 
平成 28年度第2回会津坂下

町都市計画審議会 

・会津坂下町都市計画マスタープラン

原案 

諮問・答申 
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● 町民意識調査（アンケート）の実施状況 

項  目 内  容 

①調査地域・対象 町内に居住する年齢満 20 歳以上の世帯主（H.27.7 時点） 

②調査票の配布数 1,000 票 

③抽出方法 無作為抽出 

④調査時期 平成 27 年 6月 30 日～平成 27年 8 月 3日 

⑤調査票回収数 

381 票（回収率 38.1％）〔坂下地区：204 票、若宮地区：

43 票、金上地区：38 票、広瀬地区：31 票、川西地区：

25 票、八幡地区：28票、高寺地区：6票、不明：6票〕 

 

● 住民説明会 

開 催 日 開 催 場 所 参加人数 

平成 28 年 12 月 16 日 中央公民館 大研修室 29 人 

 

 

 

● パブリックコメント 

会津坂下町都市計画マスタープラン(素案)に対する意見募集について、次のとおり実施し

ました。 

① 実施時期等 

・意見募集期間：平成 28年 12 月 27 日から平成 29年 1月 25 日まで 

・閲 覧 場 所：会津坂下町ホームページ 

会津坂下町役場 2階 建設課 

・意見提出方法：郵送、持参、電子メール、ファックス 

② 意見提出者  0 人 

③ 意見件数  0 件 
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３．用語の解説 

あ行 

アクセス 

近づく手段、方法をいう。アクセス道路とは目的地まで近づくための道路のこと。 

ＮＰＯ 

民間の非営利組織をいい、営利企業や行政組織とは異なる手法により公益を実現していく

役割を担う。特定非営利活動促進法に基づきＮＰＯ法人の認証を受ける組織が増加している。 

屋外広告物 

常時または一定の期間継続して公衆に対して表示されるもので、看板・立看板・はり紙・

広告塔・広告板等のこと。 

オープンスペース 

都市における、建物等のない空いたゆとり空間のこと。 

温暖化 

二酸化炭素等の増加により、地球の気温が高まり、自然や生活環境に各種の悪影響が生じ

る現象をいう。 

 

か行 

合併処理浄化槽 

し尿と生活雑排水を併せて処理する浄化槽のこと。 

基盤施設 

さまざまな都市活動を支えるための施設をいう。社会資本と同義である。 

狭あいな道路 

一般的には狭い道路をいう。特に4ｍ未満の道路を狭あい道路、狭小道路という。 

協働 

同じ目的のために、協力して働くこと。ここでは、まちづくりを町民・行政が協力して進

めることを指す。 

緊急輸送路 

災害応急対策活動の実施に必要な物資、資機材、要員等の広域的な輸送を行うため、地域

防災計画に基づき町が指定する、役場（災害対策本部）等及び近隣市町村の主要路線と接続

する路線のこと。 

空閑地 

利用可能な土地であるにもかかわらず、使われないままになっている土地のこと。 

景観 

目の前の環境を一目見て得た視覚的印象をいう。また、この見ることを介して他の多くの

人々と環境を意識するプロセスのこと。 

検断（けんだん） 

中世の日本においては警察・治安維持・刑事裁判に関わる行為・権限・職務を総称した語

で、罪科と認定された行為について犯人の捜査と追捕（逮捕）、その後の取調と裁判、判決

の執行までの一貫したプロセスを指す。 
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建築協定 

住宅地や商店街等の環境や利便性を維持増進するために、建築基準法に基づき、地区全員

の同意に基づき定める協定のこと。 

公共下水道 

都市計画決定によって整備される都市施設の一つで、主に市街地の家庭雑排水や工場排水

による河川や海の汚濁を抑制するための排水・浄化処理施設。 

交通安全施設 

信号機、道路標識、道路標示、道路照明灯、防護柵、道路反射鏡等の道路における交通の

安全を確保するために必要な施設の総称である。 

交通結節点 

異なる交通手段を円滑に転換させるための機能を持った場所で、バスと電車の乗り換えを

行う駅前広場等をいう。 

コンパクトな都市構造 

都市の基本的な機能が比較的小さな領域に集約された、効率が良く環境負荷の少ない都市

構造。現代の都市の多くが平面的に広がりすぎた結果、効率的な社会基盤整備が困難になっ

たり、環境への負荷を増大させた反省から生まれた考え方。 

 

さ行 

里山 

集落、人里に隣接した結果、人間の影響を受けた生態系が存在する山をいう。 

浚渫 

河川などの底面を浚って土砂などを取り去る土木工事のこと。 

循環型社会 

大量消費社会に代わって、持続可能な社会を達成するための新たな社会のイメージ。生産、

流通、消費、廃棄という社会経済活動の全段階を通じた資源利用の循環化・効率化、循環負

荷の極小化を目指す。 

親水公園 

河川や池沼等の水辺を利用し、水に触れ親しむことのできる公園。 

水源かん養 

水源の水質や水量等の状態を良い方向に育てること。 

スマートインターチェンジ 

高速道路の本線上またはサービスエリア（ＳＡ）、パーキングエリア（ＰＡ）、バスストッ

プ（ＢＳ）に設置されているＥＴＣ専用のインターチェンジ（ＩＣ）のこと。 

セットバック 

建築物の上部を下部よりも階段状に後退させる建築方法であるが、ここでは良好な環境を

育成するために、建築物を敷地境界から一定距離後退させることをいう。 

ソフトランディング 

軟着陸。 
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た行 

地域地区 

都市における土地利用に住居系、商業系、工業系、その他の用途を適正に計画性を持って

配分することによって、快適で機能的な都市環境の維持増進を図り、土地の合理的な利用を

誘導しようとするもの。地域地区には用途地域、防火地域等がある。 

地区計画 

地区レベルの道路等の配置、建築物の形態や意匠、土地利用等について地区住民の合意を

得て、市町村が都市計画決定し、それに基づいて開発を規制・誘導することにより良好な市

街地の環境を形成するものであり、都市計画法及び建築基準法で規定されている。 

低床バス 

障がい者や高齢者等が、車椅子等に乗ったまま乗り降りできるようにバスの床が低くなっ

ているもの、ノンステップバス。その他に備付けのリフトにより乗降するリフト付きバスも

ある。 

都市機能 

商業、交通、文化等の、都市における社会・経済・政治的活動の仕組み、はたらきのこと。 

都市計画区域 

都市計画を定めるべき区域。 

都市計画道路 

都市計画法第11条に定められた都市施設の一つであり、都市計画により指定される道路。 

土地区画整理事業 

都市計画区域内の市街地を面的に整備する代表的な市街地開発事業であり、土地の換地と

減歩により、公共施設を平等に出し合うことにより良好な宅地を造成し、これを初めの土地

の価値に応じて公平に分配する事業をいう。 

都市型の住宅 

周辺環境に調和した土地の有効利用により、良好な市街地を形成する多層型集合住宅、ま

た多機能が一体化した住宅。既成市街地では十分な敷地の確保は困難なケースが多いが、経

済性や居住環境などの問題を克服するために、連棟式のテラスハウスや重層式のアパート・

マンションなどのように共同化することによって、市街地での居住に適合させるように建設

される住宅を総称して都市型住宅という。 

 

な行 

ネットワーク 

ある一定の目的を持ってつながっている網状組織をいう。 

農業集落排水事業 

農業振興地域における農業用排水の水質保全、機能維持を図ることを目的として、同地域

内の農業集落地で実施する汚水処理事業のこと。 

難燃化誘導 

建築物に対して燃えにくい資材の使用や構造を規定するなどして、火災の発生や延焼の危

険性を抑制していくこと。 
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は行 

ハザードマップ 

自然災害による被害を予測し、その被害範囲を地図化したもの。 

バス待合所 

バス停を、雨や風を防ぐことのできるよう屋根等で覆い、バスを快適に利用できるように

したもの。 

バリアフリー 

「バリア」とは元々英語で物理的に人を隔てたり行動を規制したりするという障壁をいう

言葉。日本でも、障害がないこと、特に高齢者、障がい者の日常生活に妨げとなる障害を取

り除くことを「バリアフリー」という言葉で表すことが一般である。 

ポケットパーク 

市街地等で、休息の場や都市景観の向上を図るために設けられる広場的機能を有する小規

模な公園のこと。 

 

や行 

ＵＪＩターン 

3つの人口還流現象の総称。Ｕターン現象：地方から都市へ移住したあと、再び地方へ移住

すること。Ｊターン現象：地方から大規模な都市へ移住したあと、地方近くの中規模な都市

へ移住すること。Ｉターン現象：地方から都市へ、または都市から地方へ移住すること。 

用途地域 

都市計画で定めることのできる地域地区の最も基本となるもので、土地の合理的利用を図

り、市街地の環境の整備、都市機能の向上を目的として、建築物の建築を、用途や容積等に

より規制する制度で、12種類ある。 

 

ら行 

ライフライン 

電気、ガス、上下水道、電話、通信等の都市生活や都市活動を支えるために、地域に張り

巡らされている供給処理・情報通信の施設をいう。 
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